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                        令和  5 年  6 月 12 日 

 

 

旅客自動車運送事業者 各位 

 

                    北陸信越運輸局新潟運輸支局長 

                        （公印省略） 

 

  「限定地域での無人自動運転移動サービスにおいて旅客自動車運送事業者

が安全性・利便性を確保するためのガイドライン」の廃止について 

 

 

  標記について、北陸信越運輸局自動車交通部長及び自動車技術安全部長か

ら別紙（令和 5 年 6 月 5 日付け北信交旅第 177 号、北信交監第 29 号、北信

技保第 37号）のとおり通知がありましたので了知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








